
ハ
甲
斐
守
護
〉
ハ
甲
斐
河
内
領
〉

武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策

町

田

是

正

一
、
プ
ロ
ロ
ー
グ

二
、
武
田
晴
信
ハ
信
玄
）
の
「
禁
制
」
を
め
ぐ
っ
て

三
、
穴
山
信
君
（
梅
雪
〉
と
身
延
山

川
六
代
信
友
の
武
田
同
族
意
識

ω
信
君
の
禁
制
を
め
ぐ
っ
て

四
、
エ
ピ
ロ
ー
グ

(2) 

七
代
信
君
の
武
田
親
族
意
識

( 53 ) 

一
、
プ
ロ
ロ
ー
グ

武
田
寂
十
九
代

武
田
晴
信
〈
信
玄
〉
と
身
延
山
の
関
係
と
云
え
ば
、
き
わ
め
て
友
好
的
・
親
密
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
事
実
そ
れ
ら
を
証
拠
だ

て
る
幾
つ
か
の
事
例
資
料
が
知
ら
れ
て
い
る
。

川
明
版
法
華
経
七
巻
の
奉
納
》

ω伊
豆
に
於
て
北
条
氏
と
交
戦
の
最
中
、
陣
中
よ
り
松
茸
弐
百
本
の
進
・
勾
》

ω法
主
日
叙
上
人
に
対
す
る
悪
口
僧
徒
を
山
内
か
ら
追
放
処
時
》

川
駿
州
往
還
ニ
ケ
所
会
式
闘
の
設
置

武
田

b』

ノ、
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策

町
田、J



武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
ハ
町
田
）

等
々
、
い
ず
れ
も
身
延
山
外
護
の
友
好
政
策
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
尚
、
父
信
虎
代
に
は
甲
府
穴
山
小
路
に
信
立
寺
を
建
立
し
て
身

延
山
と
の
関
係
を
深
め
た
こ
と
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
蹟
で
あ
る
。

「
信
玄
の
身
延
攻
め
」
伝
説
が
語
ら
れ
て
お
り
、
身
延
山
と
武
田
氏
の
確
執
が
喧
伝
さ
れ
る
な
ど
、
身
延
山
と
武
田

ま
た
他
方
で
は
、

氏
そ
し
て
穴
山
氏
が
深
く
関
わ
り
の
有
っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。

さ
て
諸
家
の
幾
つ
か
の
研
究
成
果
を
披
見
し
て
み
る
と
、

い
づ
れ
も
身
延
山
擁
護
の
立
場
か
ら
資
料
等
の
解
釈
が
な
さ
れ
、
親
密
友
好

的
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
「
武
田
信
玄
禁
制
」
を
本
小
論
で
取
り
あ
げ
、
従
来
の
資
料
解
釈
に
少

し
く
異
論
を
提
示
し
て
み
た
い
。
従
来
こ
の
「
禁
制
」
に
つ
い
て
も
、
身
延
山
保
護
政
策
の
基
本
資
料
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
「
禁
制
状
」
で
あ
る
か
ら
、
文
字
通
り
禁
止
条
項
を
設
け
て
身
延
山
を
統
制
、
禁
制
の
枠
組
の
中
に
入
れ
た
事
は
当

然
の
事
で
あ
り
、
言
論
・
行
動
に
対
し
て
厳
し
い
禁
止
条
項
が
下
付
さ
れ
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
る
。
戦
国
武
将
・
甲
斐
領
国
支
配
者
の

( 54 ) 

武
威
が
身
延
山
に
対
し
て
示
威
さ
れ
て
い
た
と
解
し
て
も
無
理
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、
武
田
晴
信
の

「
禁
制
」
を
め
ぐ
っ
て

永
禄
元
年
三
五
五
八
）
十
二
月
十
五
日
、
武
田
晴
信
〈
信
玄
〉
は
、
身
延
山
久
遠
寺
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
「
禁
制
」
状
を
発
給
し

た。

禁

制

一
、
殺
生
禁
断
之
事
、
付
於
寺
内
射
弓
放
鉄
飽
事

一
、
任
代
々
判
、
諸
役
免
許
之
事



一
、
押
買
狼
籍
之
事

一
、
寺
家
中
町
中
諸
公
事
、
任
寺
法
之
上
者
、
為
衆
徒
中
、
向
後
不
可
有
非
分
之
沙
汰
之
事

一
、
大
坊
並
僧
坊
下
人
之
外
、
或
号
他
之
被
官
、
恋
借
俗
家
之
権
威
族
、
町
中
不
可
許
容
之
事

一
、
当
圏
中
身
延
山
末
寺
之
事
、
如
先
々
可
為
聖
人
御
計
之
事

一
、
身
延
山
寺
中
並
町
中
之
事
、
如
先
々
永
代
可
為
不
入
事

右
之
条
々
、
任
先
判
、
初
如
件
、

永
禄
元
年
十
二
月
十
五
日

武
田
信
玄
（
花
押
〉

右
の
「
禁
制
」
立
札
の
条
項
を
考
証
す
る
に
当
っ
て
、
二
つ
事
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
付
に
は
、
信
玄
が
身
延
山
以
外
の
寺

の
様
な
意
義
を
も
っ
年
次
で
あ
っ
た
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

《
永
担
保
－
一
年
二
玄
五
九
V

五
月
佐
久
混
晶
柏
原
神
社
に
回
文
を
俸
げ
信
玄
と
持
す
》

武
岡
崎
信
は
、
い
ま
だ
「
信
玄
」
と
号
す
る
以
前
、
天
文
年
間
中
に
幾
つ
か
の
禁
制
を
甲
斐
領
圏
内
の
寺
社
に
発
令
し
て
い
る
。
一
一
つ

( SS ) 

社
に
発
令
し
た
禁
制
状
と
の
対
校
、
同
に
は
身
延
山
に
発
令
し
た
「
永
禄
元
年
三
五
五
八
〉
」
と
い
う
年
が
武
田
信
玄
に
と
っ
て
、
ど

ほ
ど
例
示
し
て
み
よ
う
。

川
甲
斐
国
東
八
代
郡
奈
良
原
・
広
済
寺
禁
制

本t:
万可

制

一
、
於
広
済
庵
山
林
、
放
牛
馬
努
取
草
木
之
事

一
、
俗
徒
締
有
之
候
事

〈
大
寺
の
広
済
寺
l
徳
者
注
〉

一
、
閣
寺
之
住
持
、
諸
沙
汰
出
門
外
之
事

武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
ハ
町
田
〉



武
田
・
穴
山
両
民
の
対
身
延
山
政
策
〈
町
田
〉

一
、
於
子
敷
地
致
殺
生
之
事

一
、
門
前
諸
役
取
之
候
事

一
、
山
守
之
宿
致
之
候
事

右
条
々
、
於
子
違
犯
之
拍
車
者
可
処
罪
科
者
也
仰
如
件

天
文
十
年
時
士
一
月
十
円
〉

ω天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
〉
六
月
、
東
八
代
郡
米
倉
・
竜
安
寺
に
対
し
て
の
禁
制

右t:
言1'

制

一
、
於
子
寺
中
狼
籍
之
事

一
、
四
壁
竹
木
切
取
之
事

一
、
於
子
山
林
、
放
牛
馬
並
切
取
草
木
之
事

( 56 ) 

一
、
於
敷
地
殺
生
之
事

一
、
門
前
押
立
公
事
之
事

右
条
々
有
違
背
之
輩
者
可
処
罪
科
者
也
、
初
如
件

天
文
拾
七
年
制
六
月
吉
田
ハ
竜
朱
印
〉

竜
安
寺

ωの
天
文
十
年
三
五
四
一
〉
広
済
寺
禁
制
、

ωの
天
文
十
七
〈
一
五
四
八
〉
年
竜
安
寺
禁
制
の
条
項
を
比
較
対
校
し
て
み
る
と
、
条

文
と
条
文
順
序
の
違
い
は
あ
る
が
、
禁
制
の
対
象
と
し
た
内
容
は
悉
ど
同
意
と
云
え
る
。



の
条
項
に
著
し
い
相
違
の
あ
る
事
に
気
付
く
。

と
こ
ろ
が
広
済
寺
禁
制
・
竜
安
寺
禁
制
と
、
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
〉
の
身
延
山
久
遠
寺
禁
制
を
対
校
し
て
み
る
と
、

《
地
続
》

殺
生
禁
断
の
適
用
範
囲
に
関
し
て
、
寺
内
（
久
遠
寺
〉
・
敷
地
（
広
済
・
竜
安

「
殺
生
禁
断
」

即
ち
、

寺
〉
の
ご
と
く
範
囲
を
示
す
字
句
の
表
現
に
違
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
両
者
と
も
境
内
寺
領
を
殺
生
禁
断
の
場
所
と
す
る
事
に
そ
れ
ほ

ど
の
相
違
は
な
い
。

然
し
、
身
延
山
の
禁
制
に
は
特
に
「
付
・
於
寺
内
射
弓
放
鉄
砲
事
」

ハ
付
・
寺
内
－
一
於
テ
弓
ヲ
射
チ
鉄
地
ヲ
放
ツ
事
〉
と
付
則
が
有
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
寺
内
射
弓
放
鉄
抱
事
」
の
禁
止
条
文
は
、
先
の
広
済
・
竜
安
寺
の
禁
制
は
も
と
よ
り
、
甲
斐
領
内
の
他
の
寺
社
に

対
す
る
禁
制
に
は
全
く
見
る
こ
と
が
な
い
切

身
延
山
に
対
す
る
禁
制
に
限
っ
て
、

「
射
弓
放
鉄
他
事
」
の
禁
止
条
文
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
晴
信
が
身
延
山
の
宗
教
権
並
に

久
遠
寺
の
存
在
に
つ
い
て
、
格
段
の
窓
を
用
い
て
い
た
為
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
様
な
禁
止
条
項
を
付
し
た
禁
制
は
、
河
内
領
主
穴
山
信

君
に
も
継
承
さ
れ
、
永
禄
九
年
三
五
六
六
〉
十
二
月
十
一
日
の
「
穴
山
信
君
禁
制
」
に
も

( 51 ) 

定t:
京Z可t

制

久
遠
寺

一
、
殺
生
禁
断
之
事

付
於
寺
内
、
射
弓
放
鉄
抱
事

｜
｜
以
下
の
条
文
省
略
す
（
本
稿
六
七
頁
参
〉

と
発
令
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
射
弓
放
鉄
砲
事
」
の
禁
止
条
文
が
全
く
見
ら
れ
な
く
な
る
の
は
、
穴
山
信
君
ハ
梅
雪
〉
が
天
正
十
年
三

五
八
二
〉
三
月
に
再
度
発
令
し
た
禁
制
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
次
節
で
改
め
て
穴
山
信
君
梅
雪
の
対
身
延
山
政
策
に
つ
い
て
は
論
究
す
る

が
、
此
処
で
は
晴
信
の
対
身
延
山
禁
制
を
理
解
す
る
文
脈
の
う
え
か
ら
、
天
正
十
年
の
「
穴
山
信
君
禁
制
」
を
掲
示
し
て
お
き
た
い
。

武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
ハ
町
田
〉



武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
〈
町
田
〉

定住
3電電

制甲
斐
国
身
延
山
久
遠
寺

一
、
軍
勢
甲
乙
人
等
、
乱
入
狼
籍
事

一
、
期
採
山
林
竹
木
事
、
付
放
火
事

一
、
相
懸
箭
銭
兵
線
米
事

右
条
々
、
竪
令
停
止
畢
、
若
於
違
犯
者
速
可
処
厳
科
者
也

武
田
梅
雪
斉

仰
下
知
如
件

天
正
十
歳
三
月

日

右
の
禁
制
の
条
項
は
簡
略
と
な
り
、
禁
止
内
容
も
日
常
的
な
事
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
、

「
付
射
弓
放
鉄
砲
事
」
の
字
句
が
消
え
た

( 58 ) 

事
と
合
せ
考
え
る
と
き
、
天
正
十
年
三
五
八
二
）
と
い
う
年
次
が
武
田
氏
並
に
穴
山
氏
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
も
つ
よ
う
で
あ
る
。

《
※
周
年
六
月
三
日
織
岡
信
長
本
館
寺
に
死
す
〉

即
ち
、
天
正
十
年
三
月
十
一
日
、
武
田
勝
額
夫
妻
が
天
目
山
麓
岡
野
に
於
て
自
刃
し
果
て
た
。
甲
斐
武
田
氏
の
主
流
が
滅
亡
し
た
時
で
あ

る。

《
江
尻
域
・
河
内
観
）

天
正
十
年
初
旬
は
穴
山
梅
雪
に
と
っ
て
も
一
大
転
機
の
時
で
あ
っ
た
。
二
月
二
十
九
日
梅
雪
は
家
康
に
対
し
て
、
妻
子
の
保
全
と
本
領

安
堵
を
申
し
入
れ
、
翌
三
月
二
日
家
康
は
梅
雪
に
対
し
て
、
本
領
安
堵
と
武
田
家
名
存
続
の
保
証
を
織
田
信
長
か
ら
の
扶
持
と
し
て
約
束

す
。
こ
う
し
て
家
康
の
寧
門
に
降
っ
た
直
後
、
武
田
勝
頼
自
刃
の
悲
報
を
受
け
、
武
田
本
家
公
人
山
梅
雪
自
身
が
武
田
親
族
の
意
識
が
強

い
〉
の
滅
亡
と
い
う
悲
劇
の
な
か
、
穴
山
梅
雪
が
身
延
山
に
令
し
た
禁
制
条
項
の
中
か
ら
「
射
弓
放
鉄
焔
事
」
の
条
文
が
削
除
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
こ
の
条
文
の
有
無
が
、
当
に
武
田
氏
（
信
玄
〉
の
身
延
山
に
対
す
る
基
本
政
策
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
う
。
随
っ
て
、

旧
来
喧
伝
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
面
的
に
武
田
氏
が
親
密
友
好
・
融
和
の
政
策
を
保
持
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
戦
国
領
主
・
甲
斐
守



護
の
立
場
を
誇
示
し
な
が
ら
、
身
延
山
と
適
当
な
距
離
を
置
い
て
関
係
を
維
持
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
う
。

次
に
永
禄
元
年
三
五
五
八
〉
の
晴
信
禁
制
の
条
文
中
、
も
う
一
つ
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、

「
寺
内
」

（
境
内
〉
の
字
句
と
共
に
「
寺

家
中
町
中
」

・
「
寺
中
並
町
中
之
事
」
の
字
句
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
身
延
山
〈
久
遠
寺
・
山
内
坊
舎
〉
の
僧
侶
の
動
き
と
共

に
、
身
延
門
前
ハ
町
〉
に
住
居
す
る
人
々
の
動
向
に
特
別
の
関
心
を
抱
い
た
こ
と
を
示
し
、
集
住
す
る
住
民
に
対
し
て
統
制
を
加
え
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

武
田
晴
信
が
永
禄
元
年
三
五
五
八
）
に
「
付
寺
内
射
弓
放
鉄
地
事
」
の
禁
止
条
文
を
特
に
身
延
山
に
発
令
し
た
こ
と
は
、
永
禄
元
年

内
天
文
二
十
二
年
・
弘
治
元
年
・
弘
治
三
年
〉

よ
り
数
え
て
四
年
前
か
ら
越
後
の
上
杉
謙
信
と
三
回
に
わ
た
る
川
中
島
の
激
戦
の
直
後
で
あ
り
、
尚
い
ま
だ
雌
雄
の
決
着
が
つ
か
ず
、
晴

信
は
信
浪
守
護
に
任
官
、
翌
年
佐
久
郡
松
原
神
社
に
願
文
を
捧
げ
て
「
晴
信
」
を
改
め
「
信
玄
」
と
号
し
、
越
後
上
杉
勢
と
一
大
決
戦
に

っ
て
背
後
を
脅
か
す
存
在
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
射
弓
放
鉄
抱
」
を
禁
止
す
る
こ
と
で
、
身
延
山
内
に
所
蔵
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
武
器
を

( 59 ) 

備
え
て
い
た
時
で
あ
る
。
随
っ
て
四
山
四
川
に
囲
こ
ま
れ
、
要
害
の
地
勢
に
位
置
す
る
一
大
宗
教
勢
力
の
身
延
山
の
存
在
は
、
信
玄
に
と

事
実
上
凍
結
し
、

い
う
な
れ
ば
「
万
狩
り
」
に
も
相
当
す
る
禁
止
条
項
を
発
令
す
る
こ
と
で
、
国
主
晴
信
の
武
威
を
明
確
に
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

。
。

次
に
晴
信
が
何
故
に
身
延
山
に
限
っ
て
、

他
の
諸
寺
に
は
見
ら
れ
な
い

「
万
狩
り
」

ハ
武
器
没
収
〉

に
も
当
る
禁
制
を
発
令
し
た
の

か
、
そ
れ
に
は
当
時
の
身
延
山
の
存
在
ハ
殊
に
第
十
五
世
法
主
宝
蔵
院
日
叙
上
人
〉
に
つ
い
て
、
理
解
を
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

《
僧
玄
に
対
し
て
途
相
同
行
動
す
る
と
い
う
極
鳩
な
こ
と
で
は
な
い
》

身
延
山
久
遠
寺
が
、
国
主
晴
信
（
信
玄
〉
の
意
の
如
く
に
行
動
し
な
か
っ
た
事
例
が
一
つ
知
ら
れ
て
い
る
。

武
田
晴
信
書
状
ハ
写
〉

武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
（
町
田
》



武
田
・
穴
山
両
氏
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対
身
延
山
政
策
（
町
田
〉

就
身
延
山
会
職
（
式
〉
、
両
日
之
往
覆
ハ
復
〉
如
恒
例
申
付
候
、
然
者
舞
師
之
事
、
諏
訪
祭
礼
為
稽
古
雇
候
き
、
因
放
従
門
徒
積
出

之
由
候
、
言
語
道
断
驚
入
候
、
惣
而
或
諦
経
或
法
会
交
候
儀
者
、

一
宗
之
法
度
候
条
不
可
有
俗
家
之
締
候
欺
、
楽
人
之
吏
者
俗
之
業

候
問
、
如
此
之
擬
不
審
候
、
至
此
儀
者
京
都
迄
指
上
使
者
、
以
道
理
可
申
披
候
、
若
有
兎
角
人
者
信
玄
下
山
迄
罷
越
、
涯
分
可
致
問

答
侯
、
此
段
上
人
江
御
理
肝
要
候
、
恐
々
謹
言

ハ
年
不
詳
〉

九
月
廿
九
日

公
八
山
信
君
〉

彦
六
郎
殿

信
玄
〈
花
押
〉

〈
「
雑
々
留
記
」
〉

右
の
書
状
の
発
信
年
次
は
不
詳
で
あ
る
が
、
発
信
名
が
晴
信
で
は
な
く
、
信
玄
と
な
っ
て
い
る
事
か
ら
「
信
玄
」
号
を
用
い
た
永
禄
二

〈
十
月
十
一
日

l
十
三
日
〉

年
三
五
五
九
〉
以
後
の
書
状
と
思
わ
れ
る
。
書
状
の
冒
頭
に
身
延
山
恒
例
の
御
会
式
に
就
て
、
特
に
会
式
関
を
設
け
て
身
延
詣
り
の
信

者
に
便
宜
を
図
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
本
書
状
の
主
限
は
、
信
玄
か
ら
穴
山
信
君
に
対
し
て
「
諏
訪
神
社
祭
礼
の
奉
納
舞
の
た
め
、
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身
延
山
舞
師
を
麗
っ
た
が
、
そ
の
身
延
山
舞
師
は
勝
手
に
行
動
を
し
、
神
社
の
門
徒
を
追
い
出
す
な
ど
、
身
延
山
舞
師
の
行
動
は
言
語
道

断
で
あ
る
」
と
、
憤
激
を
ぶ
つ
け
て
い
る
事
で
あ
る
。
而
も
重
ね
て
舞
師
の
行
為
に
つ
い
て
と
や
か
く
弁
解
す
る
様
で
あ
れ
ば
、
信
玄
が

河
内
の
下
山
館
ま
で
出
向
い
て
、
身
延
山
と
も
談
合
す
る
所
存
で
あ
る
。
こ
の
事
を
法
主
（
宝
蔵
院
日
叙
〉
上
人
に
対
し
て
強
く
申
し
入

れ
て
泣
け
、
と
云
っ
て
お
り
信
玄
の
憤
態
が
書
状
に
書
き
つ
ら
ね
ら
れ
て
い
る
。

右
の
信
玄
の
憤
激
の
害
状
は
、
穴
山
信
君
を
介
し
て
法
主
日
叙
上
人
に
届
け
ら
れ
披
見
し
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
日
叙
上
人
か
ら
穴
山

信
君
に
対
し
て
次
の
様
な
返
書
が
送
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

久
遠
寺
田
叙
害
状
写

就
舞
師
之
儀
、
大
守
之
御
札
委
令
披
覧
候
、
然
者
楽
人
之
事
俗
業
之
問
、
更
宗
門
之
法
度
不
被
相
破
之
由
御
内
存
先
以
呑
候
、
御
理



之
段
尤
難
無
余
儀
候
、
宗
祖
巳
来
被
制
之
旨
柳
子
細
有
之
事
－
一
於
意
趣
者
、
追
而
可
申
披
候
、
此
度
之
儀
強
而
申
達
者
慮
外
相
似
候

之
閥
、
任
尊
意
可
令
帰
寺
候
、
肝
要
者
向
後
之
儀
可
預
御
芳
免
之
段
、
偏
－
一
可
在
貴
口
之
条
頼
入
之
外
無
他
候
、
恐
々
謹
言

〈
年
不
眠
貯
〉

十
月
二
日

〈
火
山
信
宕
〉

武
田
彦
六
郎
殿

御日
宿叙
Mn御
。判

久
遠
寺
法
主
日
叙
上
人
か
ら
穴
山
信
君
へ
の
番
状
で
あ
る
が
、

て
身
延
山
の
舞
師
が
無
礼
を
働
い
た
と
す
る
信
玄
か
ら
の
書
状
を
、
信
君
を
介
し
て
披
見
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
舞
師
楽
人
の
こ
と

「
大
守
之
御
札
委
令
披
覧
候
」
と
あ
る
か
ら
、
諏
訪
神
社
祭
礼
に
当
っ

は
俗
世
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
宗
門
の
法
度
を
破
り
犯
し
た
も
の
で
は
な
い
。
唯
、
国
守
信
玄
公
が
舞
師
の
行
動
は
理
不
尽
と
す
る
事
は
尤

も
な
こ
と
で
は
あ
る
。
が
し
か
し
、

身
延
山
舞
師
と
か
楽
人
の
事
は
、

宗
祖
日
蓮
聖
人
の
在
世
の
頃
か
ら
「
延
年
の
舞
」
と
称
し
て
い

る
も
の
で
あ
っ
て
、
古
来
か
ら
の
伝
統
で
慣
習
と
な
っ
て
い
る
。
穴
山
氏
の
仲
介
も
あ
る
事
で
あ
る
か
ら
、
舞
師
は
身
延
山
へ
帰
す
様
に

－
（
此
皮
儀
強
而
申
逮
者
慮
外
相
似
侯
）

取
り
図
ら
う
が
、
と
に
か
く
国
守
か
ら
諏
訪
神
社
に
出
向
い
た
舞
師
に
つ
い
て
と
や
か
く
云
わ
れ
る
の
は
心
外
で
あ
っ
て
、
肝
心
な
こ
と
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は
向
後
、
国
守
か
ら
免
倒
な
こ
と
を
引
き
起
さ
ぬ
よ
う
に
、

〈
偏
＝
可
在
貨
ロ
之
条
領
入
之
外
無
他
候
｝

無
理
な
内
容
は
穴
山
殿
に
依
頼
す
る
以
外
に
方
法
が
無
い
、

よ
く
よ
く
穴
山
信
君
か
ら
国
守
信
玄
に
申
し
入
れ
て
欲
し
い
。

こ
う
し
た

と
書
き
送
っ
て
い
る
。

さ
て
先
に
見
た
武
田
信
玄
か
ら
穴
山
氏
に
宛
て
た
書
状
（
誌
お
〉
は
、
九
月
二
十
九
日
の
日
付
と
な
っ
て
お
り
、
穴
山
氏
を
仲
介
と
し

て
、
日
叙
法
主
が
回
答
し
た
書
状
（
註
M
）
の
日
付
は
十
月
二
日
で
あ
る
。
仲
介
者
を
経
緯
し
て
わ
ず
か
に
三
日
の
日
時
し
か
経
過
し
て

い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
諏
訪
神
社
祭
礼
に
際
し
て
、
身
延
山
の
楽
人
舞
師
の
と
っ
た
行
動
は
、
国
守
武
田
氏
に
と
っ
て
も
、
身
延
山
久
遠

寺
に
と
っ
て
も
緊
急
か
つ
重
要
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

甲
斐
守
護
武
田
信
玄
に
と
っ
て
、
領
国
は
一
円
支
配
の
傘
下
に
治
め
る
こ
と
が
絶
対
要
件
で
あ
り
、
武
威
を
以
て
す
れ
ば
全
て
意
の
如

武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
ハ
町
田
〉
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く
に
従
う
も
の
と
決
め
て
い
た
。
事
実
信
玄
の
転
戦
政
策
を
見
れ
ば
、
甲
斐
領
国
内
外
で
恋
意
を
貫
き
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に

身
延
山
久
遠
寺
だ
け
が
恋
意
の
ご
と
く
に
な
ら
な
か
っ
た
。
特
に
久
遠
寺
十
五
世
宝
蔵
日
叙
法
主
は
、
宗
祖
回
避
聖
人
の
楼
神
の
霊
山
を

護
持
す
る
と
の
信
念
が
強
く
、
信
玄
の
恋
意
に
従
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
先
の
穴
山
氏
宛
の
返
書
の
中
で
「
此
度
之
儀
強

而
申
達
者
慮
外
相
似
候
」
と
書
き
送
り
、
信
玄
か
ら
身
延
山
の
舞
師
の
事
に
就
て
意
見
を
差
し
こ
ま
れ
る
事
は
心
外
の
こ
と
と
、
強
く
信

玄
に
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
信
玄
禁
制
の
背
景
に
少
し
く
言
及
し
た
が
、
信
玄
に
と
っ
て
恋
意
の
ご
と
く
に
な
ら
な
い
身
延
山
の
姿
勢
は
、
或
る
意
味
で
脅

威
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
禁
制
の
中
で
、
寺
家
中
と
か
町
中
と
禁
制
適
用
地
域
を
広
げ
、
射
弓
放
鉄
砲
事
と
付
条
し
て
、
武
器
の
凍
結
を

し
た
こ
と
は
、
国
守
と
し
て
当
然
の
処
置
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

諸
家
に
よ
っ
て
、
身
延
山
と
信
玄
の
関
係
が
親
密
友
好
的
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
に
つ
い
て
は
、

台
に
す
え
て
、
両
者
の
関
係
を
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
o
彼
の
「
信
玄
の
身
延
批
判
か
」
伝
説
な
ど
も
、
単
に
七
面
大
明
神
の
威

「
永
禄
一
克
年
武
田
晴
信
禁
制
」
を
土
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徳
を
顕
現
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
身
延
山
と
国
主
信
玄
と
の
関
係
が
滑
ら
か
で
な
か
っ
た
事
を
背
景
に
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
穴
山
信
君
〈
侮
雪
〉
と
身
延
山

川
六
代
信
友
の
武
田
同
族
意
識

穴
山
氏
に
よ
る
河
内
領
支
配
の
基
本
姿
勢
は
、
「
武
田
親
族
」
「
武
田
穴
山
」
を
誇
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
殊
に
六
代
伊
豆
守
信
友
ハ
蛸

円
借
友
の
室
は
信
虎
の
女
商
経
院
・
信
震
蜜
は
晴
信
女
見
性
院
〉

龍
斉
・
円
蔵
院
）
と
七
代
伊
豆
守
信
君
（
梅
雪
・
霊
泉
寺
殿
〉
は
武
田
宗
家
の
女
を
室
に
迎
え
て
血
縁
的
結
び
つ
き
を
誇
示
す
る
の
で
あ

る。



（
聴
源
融
曹
の
由
写
に
依
る
｝

信
友
に
よ
る
武
田
同
族
意
識
を
誇
示
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
現
在
身
延
町
下
山
の
南
松
院
に
蔵
さ
れ
る
『
大
般
若
経
』
の
奥

〈
菊
月
V

書
が
あ
る
。
即
ち
天
文
十
六
年
ハ
一
五
四
七
）
九
月
、
信
友
は
『
大
般
若
経
六
百
巻
』
ハ
内
、
一
二
六
・
一
二
七
の
二
巻
は
再
興
修
復
時

〈
穴
山
中
興
一
－
一
代
信
介
菩
挺
寺
・
江
戸
湖
南
経
院
へ
挺
収
〉

欠
巻
〉
を
修
補
し
て
天
輪
寺
へ
奉
納
し
た
が
、
天
文
十
六
年
信
友
が
自
ら
奥
書
し
た
も
の
八
十
二
巻
の
多
数
を
数
え
る
。
奥
書
の
主
な
も

の
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

奉
再
興
願
主
大
檀
那
甲
州
河
内
下
山
居
住
武
田
伊
豆
守
信
友
、
経
師
高
野
山
鏡
順
坊
拝
書

〈
巻
一
〉

天
文
十
六
記
約
秋
菊
月
吉
田
成
鷲
畢

再
興
此
全
秩
大
樹
郡
河
内
下
山
居
住
武
田
伊
豆
守
信
友
法
名
号
剣
江
義
鉄
伏
希
二
世
願
望
皆
悉
円
成
天
文
十
六
丁
未
季
九
月
吉
日

（
巻
四
一
〉
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〔
百
円
興
時
欠
巻
一
－
一
六
・
一
＝
七
の
ニ
巻
l
鍍
者
注
V

此
全
部
再
興
大
檀
那
甲
州
下
山
居
住
武
田
伊
豆
守
信
友
法
名
剣
江
義
鉄
再
興
之
次
二
巻
不
足
書
以
為
全
部
之
野
釈
一
閑
斎
宗
篤

天
文
十
六
年
十
月
吉
田
ハ
巻
一
二
六
）

奉
再
興
此
一
部
願
主
甲
州
河
内
下
山
居
住
武
田
伊
豆
守
信
友
季
齢
四
十
二
歳
経
師
高
野
山
鏡
順
坊
天
文
十
六
紀
前
秋
菊
月
吉
田
（
巻

三
六
八
〉

奉
再
興
此
経
全
部

願
主
甲
州
河
内
下
山
居
住
武
田
伊
豆
守
信
友
謹
志

震帰
（仰
巻四
五辺
七来
1¥Q. Bll 
~ei -

世
願
望
皆
悉
円
成

一
宝
証
明
十
六
普
神
常
住
守
護

経
師
高
野
山
鏡
順
坊

伏
希
祈
主
福
禄
寿
星
子
孫
茂
昌
家
道
紹
隆
親
族
和
睦
郡
臣

天
文
十
六
紀
前
十
月
十
二
日
謹
誌

武
田
4

穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
ハ
町
田
）
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此
全
部
再
興
大
檀
那
甲
州
河
内
下
山
郷
居
住
本
名
武
田
在
名
穴
山
伊
豆
守
源
信
友
法
名
号
剣
江
義
鉄
伏
願
現
当
二
世
皆
悉
円
満
武
運

長
久
四
辺
来
服
郡
臣
帰
仰
親
族
和
陵
子
孫
蕃
術
家
門
常
安
常
楽
天
文
十
六
年
前
中
秋
吉
日
一
閑
斎
宗
篤
書
之
ハ
巻
二
五
一
斗

先
に
幾
っ
か
摘
出
し
た
大
般
若
経
の
奥
書
の
中
で
、
筆
者
が
本
稿
で
志
向
し
て
い
る
問
題
意
識
と
か
ら
め
て
注
目
し
た
い
第
一
点
は
、

信
友
が
自
ら
署
記
し
た
「
武
田
伊
豆
守
信
友
」
、
「
武
田
伊
豆
守
源
信
友
」
、
「
本
名
武
田
在
名
穴
山
伊
豆
守
源
信
友
」
と
し
て
い
る
事

で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
点
は
再
興
修
復
に
祈
り
込
め
た
祈
願
（
願
望
〉
の
内
容
で
あ
る
。

「
伏
希
二
世
願
望
皆
悉
円
成
」

（
四
一
巻
）
。

「
伏
願
現
当
二
世
皆
悉
円
満
武
運
長
久
：
・
：
・
親
族
和
睦
子
孫
蕃
術
家
門
常
安
楽
」

〈
願
怠
〉

八
八
巻
〉
等
々
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
友
の
般
若
経
修
復
再
興
奉
納
の
目
的
が
、
子
孫
の
繁
栄
↓
一
門
の
繁
栄
↓
領
国
の
安
定
へ
と
、
同

〈
二
五
一
巻
〉
。

「
子
孫
茂
昌
家
道
紹
隆
・
・
・
・
・
・
」

〆ヘ
五

心
門
的
に
願
望
が
拡
大
し
て
お
り
、
河
内
領
支
配
の
安
定
を
望
ん
で
い
る
心
情
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

さ
て
信
友
が
何
故
に
大
般
若
経
の
再
興
奉
納
を
し
た
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
領
国
支
配
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
・
経
済
政
策
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に
重
点
を
置
く
べ
き
筈
で
あ
る
の
に
、
何
故
に
宗
教
文
化
的
な
事
業
に
力
を
入
れ
た
か
と
云
う
事
で
あ
る
。
筆
者
は
此
処
応
、
再
興
奉
納

を
し
た
天
文
十
六
年
三
五
七
四
）
の
年
次
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

甲
斐
国
守
武
田
晴
信
は
、
天
文
十
年
に
父
信
虎
を
追
放
し
て
家
督
を
相
続
し
た
が
、
そ
の
軍
略
は
信
虎
以
来
の
信
濃
進
攻
に
あ
り
、
天

文
十
六
年
に
は
佐
久
志
賀
城
を
攻
略
、
翌
年
に
は
塩
尻
峠
で
小
笠
原
長
時
を
撃
破
し
て
信
濃
を
併
呑
し
、
関
東
に
於
け
る
戦
国
大
名
の
地

歩
を
固
め
た
。
こ
の
武
田
晴
信
の
信
濃
進
攻
作
戦
と
並
行
し
て
、
穴
山
信
友
が
何
故
に
戦
勝
祈
願
を
主
願
と
し
な
い
で
、
子
孫
繁
昌
と
河

内
領
の
安
定
と
い
う
内
政
に
主
な
願
望
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
武
田
同
族
を
誇
示
し
、
武
田
の
末
葉
を
自
任
す
る
信
友
が
、
武
田
宗

家
の
領
土
拡
大
、
信
濃
進
攻
作
戦
の
成
功
を
祈
願
し
な
い
で
、
河
内
領
統
治
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

門
天
文
－
＝
－
－
忽
・
に
噌
補
五
七
4
H
条
を
も
q
て
完
成
V

円
行
政
・
司
法
・
家
臣
凶

す
な
わ
ち
、
天
文
十
六
年
六
月
晴
信
は
、
「
甲
州
法
度
之
次
第
」
二
十
六
条
を
制
定
し
て
、
武
田
晴
信
に
と
っ
て
も
、
甲
斐
国
統
治
の



統
制
・
説
見
回
奴
v
・

基
本
法
制
成
立
の
年
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
思
う
に
、
崎
信
に
よ
る
甲
斐
領
国
の
完
全
統
治
と
安
定
性
が
、
穴
山
信
友
の
河
内

領
支
配
の
目
途
と
す
る
所
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
信
友
は
武
田
晴
信
の
姉
ハ
南
松
院
〉
を
正
室
と
し
、
武
田
宗
家
と
の
血
縁
を
強
化

し
、
天
文
十
年
三
五
四
一
〉
嫡
子
勝
千
代
ハ
信
君
〉
の
誕
生
を
見
て
天
文
十
六
年
を
迎
え
て
い
る
。
河
内
領
の
支
配
に
当
っ
て
、
嫡
子

の
成
長
・
領
内
の
安
定
・
家
族
の
和
合
・
子
孫
繁
栄
を
祈
願
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
大
般
若
経
奉
納
の
願
望
が
成
就
す
る
た
め
に

は
、
武
田
宗
家
と
の
結
び
つ
き
、
そ
れ
以
上
に
「
武
田
穴
山
」
を
内
外
に
誇
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ω七
代
信
君
の
武
田
親
族
意
識

信
君
は
幼
名
勝
千
代
、
後
に
彦
六
郎
、
左
金
吾
と
称
し
、
梅
雪
・
不
自
と
号
し
鳩
信
君
が
自
署
発
給
し
た
文
書
が
多
数
残
っ
て
い
る

が
、
信
君
が
自
ら
称
し
て
い
る
姓
名
を
み
る
と
、
武
悶
左
金
吾
大
夫
〈
奨
庵
尼
画
像
賛
〉
・
武
田
梅
雪
斉
・
武
田
末
葉
玄
蕃
信
君
等
と
あ

り
、
ま
た
身
延
山
室
長
上
人
か
ら
信
君
に
宛
て
た
震
に
は
、
武
田
左
衛
門
静
殿
・
武
田
彦
議
殿
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
「
穴
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山
」
姓
は
第
二
義
的
で
あ
り
、
父
信
友
以
上
に
「
武
田
」
同
族
意
識
が
強
い
。
武
田
親
族
の
意
識
は
、
母
南
松
院
が
信
玄
の
姉
で
あ
る
こ

と
。
正
室
見
性
院
は
信
玄
の
娘
で
あ
る
か
ら
、
武
田
宗
家
と
の
姻
戚
関
係
は
当
に
同
族
一
家
で
あ
る
。

然
し
「
武
田
」
を
誇
示
す
る
の
は
、
専
ら
穴
山
信
君
側
で
あ
っ
て
、
武
田
信
玄
ハ
晴
信
）
が
「
武
田
姓
」
を
称
す
る
こ
と
を
全
面
容
認

し
て
い
た
訳
け
で
は
な
く
、
甲
斐
領
国
支
配
あ
る
い
は
家
臣
団
統
制
に
当
っ
て
は
、
信
玄
は
故
意
と
も
思
え
る
程
に
「
穴
山
氏
」
と
し
か

表
示
し
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
晴
信
ハ
信
玄
）
が
、
信
君
の
武
田
姓
を
称
す
る
こ
と
を
禁
止
し
な
か
っ
た
事
由
は
、
甲
斐
武
田
晴
信

に
と
っ
て
、
相
模
北
条
氏
・
駿
州
今
川
氏
の
強
大
勢
力
と
対
抗
す
る
う
え
で
、
甲
斐
国
南
部
に
位
置
す
る
河
内
領
が
緩
街
地
域
の
役
割
を

果
し
て
い
た
の
で
、
外
交
政
策
上
「
武
田
穴
山
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
得
策
で
あ
っ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。

ω信
君
の
禁
制
を
め
ぐ
っ
て

武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
（
町
田
〉



武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
ハ
町
田
〉

戦
国
大
名
及
び
国
人
領
主
に
と
っ
て
寺
社
の
保
護
と
統
制
も
、
領
国
支
配
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
中
世
か
ら
近
世
に
か

け
て
、

社
寺
と
領
民
と
の
深
い
関
わ
り
を
思
う
と
き
、

社
寺
の
統
制
と
保
護
が
、

そ
の
ま
ま
領
民
の
支
配
へ
と
繋
が
っ
て
い
た
の
で
あ

る。
中
世
か
ら
近
世
の
守
護
・
諸
大
名
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
穴
山
氏
の
場
合
に
も
生
前
中
に
自
己
の
墳
寺
ハ
菩
提
寺
〉
を
創
建
開
基

し
、
そ
の
寺
で
出
家
の
形
式
を
と
り
、
寺
領
を
寄
進
し
、
勢
力
の
保
全
と
拡
大
を
図
り
、
死
後
は
墳
寺
に
葬
ら
れ
、
法
名
を
冠
寺
名
と
し

鴻
号
、
居
館
地
域
に
寺
院
を
創
建
し
、
そ
の
地
域
を
開
拓
し
て
寺
領
と
し
て
確
実
に
把
握
（
検
地
の
実
施
〉
す
る
こ
と
で
、
穴
山
氏

〈
在
地
俊
民
・
在
地
武
士
・
小
土
豪
）

の
支
配
力
を
強
化
し
、
下
部
組
織
を
統
一
し
て
、
支
配
系
統
を
一
本
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
な
し
、

穴
山
氏
は
歴
代
の
菩
提
寺
に
寺
領
を
寄
進
し
て
保
護
を
加
え
て
い
る
。
例
え
ば
六
代
伊
豆
守
信
友
が
、
南
部
地
に
円
蔵
院
を
創
建
墳
寺

か
ら
窺
う
こ
と
が
出
来
る
O
〉
ま
た
七
代
信
君
〈
梅
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新
地
を
開
拓
し
寄
進
し
た
状
況
は
、

雪
〉
も
息
女
を
喪
っ
た
と
き
、
江
尻
城
主
で
あ
っ
た
彼
は
そ
の
菩
提
の
た
め
に
、
駿
州
松
野
の
地
を
身
延
塩
沢
郷
と
代
替
寄
進
し
て
、

《
現
揺
府
坊
》

菩
提
寺
を
創
し
、
身
延
山
十
五
世
宝
蔵
日
叙
上
人
を
閉
山
に
迎
え
、
永
代
供
養
を
強
く
命
じ
て
い
勺

《
寺
社
保
鹿
統
制
》

穴
山
氏
の
宗
教
政
策
の
な
か
で
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
七
代
信
君
が
身
延
山
久
遠
寺
に
対
し
て
「
禁
制
」
を
発
給
し
て
い
る
こ
と
で
あ

同
院
に
所
蔵
さ
れ
る
「
信
友
判
物
」

る。

〈
本
小
稿
第
二
節
『
信
玄
祭
制
』
の

mev

永
禄
元
年
〈
一
五
五
八
）
十
二
月
十
五
日
、
武
田
晴
信
は
身
延
山
に
対
し
て
「
禁
制
七
ヵ
条
」
を
発
令
し
た
が
、
穴
山
信
君
も
同
年
同

月
間
日
「
穴
山
信
君
判
物
」
と
し
て
、
身
延
山
衆
中
に
対
し
て
、
晴
信
禁
制
中
第
七
条
と
全
く
同
文
の
内
容
を
発
給
し
て
い
る
。

身
延
山
寺
家
並
町
之
事
、
如
前
々
永
代
可
為
不
入
者
也
、
何
而
如
件

永
禄
元
年
十
二
月
十
五
日

信
君



《鈎》

身
延
山
衆
中

〈
永
保
元
年
十
二
月
十
玄
日
付
》

晴
信
と
同
様
に
身
延
山
の
不
入
権
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
叉
、
八
年
後
の
永
禄
九
年
に
信
君
は
、
先
の
晴
信
禁
制
と
全
く

同
意
文
の
禁
制
状
を
身
延
山
に
発
給
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

禁

制

久
遠
寺

一
、
殺
生
禁
断
之
事

付
於
寺
内
、
射
弓
放
鉄
砲
事

《
ホ
録
十
V

一
、
任
代
々
判
、
自
来
丁
卯
歳
、
諸
役
免
許
之
事

一
、
押
買
狼
籍
之
吏

( 61 ) 

一
、
寺
家
町
之
諸
公
事
、
任
寺
法
之
上
者
、
為
衆
中
向
後
不
可
有
非
分
之
沙
汰
之
事

一
、
大
坊
並
僧
坊
之
下
人
之
外
、
或
号
他
之
被
官
、
恋
借
下
山
之
権
威
族
、

一
人
宿
中
許
容
之
事

右
自
今
以
後
、
別
而
可
加
外
護
之
問
、
於
違
犯
之
懇
者
、
可
処
厳
科
者
也
、
初
如
件

信
君
〈
花
押
）

永
禄
九
年
期
臓
月
十
一
日

右
の
禁
制
の
二
条
に
「
任
コ
代
々
一
判
乙
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
君
以
前
す
で
に
諸
役
が
免
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

※
信
君
禁
制
の
永
禄
九
年
三
五
六
六
V

か
ら
八
年
遡
っ
て
、
永
禄
元
年
十
二
月
の
晴
信
禁
制
第
二
条
に
「
任
代
々
判
諸
役
免
許
之
事
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
晴
倍
ハ
信
玄
〉
以
前
か
ら
既
に
免
許
さ
れ
、
身
延
山
久
遠
寺
が
武
田
氏
に
よ
っ
て
外
聾
さ
れ
て
い
た
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
門
前
町
〉

ま
た
信
君
禁
制
の
五
条
に
「
恋
借
下
山
之
権
威
族
一
人
宿
中
許
容
之
事
」
と
も
あ
っ
て
、
怒
り
に
信
君
の
権
威
を
笠
に
し
て
宿
中
居
住

す
る
こ
と
を
禁
じ
て
久
遠
寺
に
外
穫
を
加
え
て
い
る
。

武
田

穴
山
河
民
の
対
身
延
山
政
策

町
田、J



武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
〈
町
田
〉

さ
て
、
永
禄
九
年
の
信
君
禁
制
は
条
文
の
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
身
延
山
を
庇
護
し
て
い
る
如
く
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
条

に
「
付
・
於
時
内
、
射
弓
放
鉄
抱
事
」
と
あ
る
事
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
晴
信
（
信
玄
〉
禁
制
を
承
け
て
、
何
故
に
信
君
も
「
付
於

会
克
也
元
年
二
五
七

O
V
山
県
白
鴛
に
代
ヲ
て
銭
主
》

寺
内
射
弓
放
鉄
胞
」
の
字
句
を
禁
制
状
に
付
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
駿
州
江
尻
城
主
・
河
内
領
下
山

域
主
と
し
て
ふ
武
田
親
族
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
に
信
君
特
有
の
禁
制
状
を
発
給
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
否
、
武
田
親
族
で
あ
っ
た
が
為

に
、
武
田
の
威
光
を
そ
の
ま
ま
禁
制
に
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

禁
制
第
一
条
の

殺
生
禁
断
之
事

付
於
寺
内
、
射
弓
放
鉄
胞
事

こ
の
禁
止
条
文
を
字
句
通
り
そ
の
ま
ま
解
す
れ
ば
、
身
延
山
の
境
内
に
於
て
、
弓
矢
を
放
ち
、
鉄
抱
を
射
っ
て
殺
生
行
為
は
絶
対
ま
か
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り
な
ら
ぬ
、
と
云
う
こ
と
で
、
身
延
山
内
に
於
け
る
殺
伐
行
為
を
禁
じ
て
久
遠
寺
を
保
護
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
が
、
然
し
特
に
付
則
条

文
と
し
て
「
射
弓
放
鉄
飽
」
と
し
て
い
る
事
は
、
久
遠
寺
内
に
武
器
と
な
る
も
の
を
備
え
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
を
言
外
に
表
現
し
た

も
の
で
、
武
器
類
の
凍
結
、
更
に
は
万
狩
り
に
も
当
る
武
具
類
の
没
収
に
も
当
る
禁
止
条
文
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

す
で
に
第
一
節
で
も
言
及
し
た
様
に
、

「
付
射
弓
鉄
抱
事
」
の
条
文
が
見
ら
れ
な
く
な
る
の
は
、
天
正
十
年
三
五
八
二
〉
三
月
、
信

君
が
再
度
、
身
延
山
に
発
給
し
た
禁
制
状
か
ら
で
あ
る
。

甲
斐
国
身
延
山
久
遠
寺

一
、
軍
勢
甲
乙
人
等
、
乱
入
狼
籍
事

溢lo:
刃可

制

一
、
期
採
山
林
竹
木
事
、
付
放
火
事

一
、
相
懸
節
銭
兵
糠
米
事



右
条
々
、
竪
令
停
止
畢
、
若
於
違
犯
者
速
可
処
厳
科
者
也
、
的
下
知
如
件

天
正
十
歳
三
月

日

武
田
梅
雪
斉

こ
の
天
正
十
年
の
禁
制
状
か
ら
「
付
射
弓
放
鉄
砲
事
」
の
字
句
が
消
え
た
こ
と
と
、
も
う
一
つ
署
名
が
「
武
田
梅
雪
斉
」
と
な
っ
て
い

て
、
堂
々
と
「
武
田
」
姓
を
名
乗
り
、

「
仰
下
知
如
件
」
と
あ
っ
て
、
武
田
宗
家
に
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
、
全
く
信
君
梅
雪
の
意
に
よ
っ

て
、
対
身
延
山
保
護
の
制
状
を
発
給
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

円
勝
額
三
十
七
才
・
夫
人
北
条
氏
は
十
九
才
・
嫡
男
〈
先
夫
人
の
子
十
六
才
〉

天
正
十
年
三
月
十
一
日
武
田
勝
額
夫
妻
は
天
目
山
麓
岡
野
で
自
害
、
甲
斐
源
氏
武
田
宗
家
は
二
十
代
で
滅
亡
し
た
。

十
六
才
）
（
武
聞
の
家
名
存
続
・
穴
山
家
族
安
婚
を
条
件
に
家
康
の
軍
門
に
三
月
四
日
降
伏
）

（
梅
雪
〉
の
と
っ
た
行
動
が
後
世
背
信
の
梅
雪
と
し
て
汚
名
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
筆
者
個
人
と
し
て
は
、
梅
雪
の
背
信
的
な
行
動
に

こ
の
時
、

信
君

つ
い
て
弁
護
し
た
い
が
今
は
し
ば
ら
く
置
く
。
と
も
か
く
も
、
武
田
宗
家
の
滅
亡
を
機
に
し
て
、

「
射
弓
放
鉄
抱
」
の
字
句
が
消
え
た
こ

と
は
、
こ
の
字
句
の
有
無
こ
そ
が
武
田
氏
の
身
延
山
に
対
す
る
態
度
で
あ
り
、
穴
山
氏
の
姿
勢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
豆
キ
ロ
〉
（
天
正
三
年
十
二
月
一
日
・
延
寿
院
妙
正
日
厳
〉

穴
山
信
君
の
居
館
下
山
か
ら
身
延
山
久
遠
寺
ま
で
僅
か
に
一
星
余
、
梅
雪
は
娘
を
喪
っ
た
際
に
菩
提
寺
を
身
延
山
内
に
創
し
て
久
遠
寺
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と
の
関
係
を
深
め
る
。
他
方
で
は
「
武
田
穴
山
」
と
し
て
禁
制
状
を
発
し
て
、
身
延
山
と
或
る
距
離
を
置
い
て
い
る
。
穴
山
氏
の
対
身
延

山
政
策
は
、
甲
斐
守
護
と
し
て
、
信
君
よ
り
は
一
段
上
級
権
力
者
た
る
晴
信
ハ
信
玄
）
の
意
向
に
沿
い
な
が
ら
禁
制
状
を
発
給
し
、
本
音

の
部
分
で
武
田
宗
家
と
は
距
離
を
保
ち
つ
つ
身
延
山
外
護
に
意
を
用
い
て
い
た
。

四

エ
ピ
ロ
ー
グ

（
棲
神
五
八
号
〉
と
題
し
て
、
主
に
穴
山
氏
の
河
内
領
拡
大

支
配
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
が
、
先
の
拙
稿
の
宿
題
と
し
て
「
穴
山
氏
、
特
に
信
君
と
身
延
山
と
の
関
係
｜
｜
信
君
の
宗
教

筆
者
は
先
に
本
誌
上
に
『
甲
斐
国
河
内
領
・
穴
山
氏
と
そ
の
支
配
構
造
』

武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
〈
町
田
〉



武
田
－
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
（
町
田
〉

政
策
に
つ
い
て
後
日
拙
論
を
発
表
し
た
い
」
と
し
た
。
こ
の
宿
題
を
果
す
こ
と
が
本
拙
稿
執
筆
の
第
一
動
機
で
あ
り
、
第
二
は
平
成
元
年

〔
後
援
・
山
梨
県
教
育
委
員
会
・
山
梨
県
郷
土
研
究
会
・

N
H
K
・柚甲
A
・f
・－v

十
一
月
二
十
五
・
二
十
六
の
両
日
に
わ
た
り
「
挟
南
の
歴
史
を
語
る
集
い
」
（
中
富
町
総
合
会
館
〉
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
イ
ベ

γ
ト
の
中

で
「
峡
南
地
嫌
に
お
け
る
穴
山
氏
」
の
テ
l
マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
聞
か
れ
、
偶
々
筆
者
も
パ
ネ
ラ
l
の
一
人
と
し
て
発
議
の
機
会
を
得

た
。
発
議
の
題
を
「
穴
山
信
君
と
身
延
山
｜
｜
永
禄
年
中
武
田
晴
信
・
穴
山
信
君
禁
制
を
め
ぐ
っ
て
」
と
し
て
発
表
し
た
。
私
事
が
長
く

な
っ
た
が
本
誌
に
拙
稿
を
寄
せ
た
事
由
は
右
の
二
つ
の
動
機
を
ま
と
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

筆
者
が
穴
山
信
君
（
梅
雪
）
に
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
筆
者
の
小
坊
が
、
信
君
の
息
女
の
延
寿
院
駿
妙
正
日
厳
大
姉
の
菩
提
所
で
あ
る

こ
と
。
信
君
が
臨
済
禅
に
帰
依
し
て
い
な
が
ら
、
身
延
山
法
主
十
五
世
宝
蔵
H
叙
上
人
を
崇
敬
し
て
、
本
家
武
田
氏
と
は
一
線
を
画
す
意

識
を
持
し
て
、
身
延
山
と
交
渉
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
に
興
味
を
唆
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
b

ま
た
武
田
勝
頼
滅
亡
の
際
、
信
君
の
行

( 10 ) 

動
に
対
す
る
批
判
的
見
解
に
対
し
て
も
、
筆
者
は
旧
来
の
見
解
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
信
君
の
評
価
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

天
正
十
年
六
月
二
日
朝
、
徳
川
家
康
一
行
と
穴
山
梅
雪
は
、
本
能
寺
変
を
耳
に
し
て
本
多
平
八
郎
忠
勝
の
進
言
に
よ
っ
て
、
伊
賀
山
越

え
で
三
河
に
帰
る
途
次
、
宇
治
田
原
の
郷
民
一
授
の
襲
撃
を
う
け
、
家
康
一
行
は
郷
民
の
襲
撃
を
の
が
れ
得
た
が
、
梅
雪
は
討
死
し
た
。

六
月
二
日
於
山
披
国
綴
喜
郡
草
池
（
内
の
誤
り
〉
為
宇
治
田
原
一
挨
郷
民
討
死
ス
・
草
池
〈
内
〉
村
木
津
川
ノ
西
南
段
ノ
岡
ニ
梅
雪

ノ
墓
ア
リ
（
「
甲
陽
随
筆
」
甲
斐
叢
書
二
〉

武
田
の
柱
石
・
一
代
の
巣
雄
穴
山
梅
雪
も
、

輝
か
し
い
戦
歴
、

卓
越
し
た
領
国
支
配
を
成
し
た
が
、

伊
賀
越
え
途
中
で
最
後
を
遂
げ

た
。
時
に
梅
雪
四
十
二
才
・
法
韓
を
霊
泉
寺
殿
古
道
集
公
大
居
士
と
云
う
。

※
付
記
本
拙
稿
執
筆
に
当
り
、
静
岡
学
園
短
期
大
学
長
・
若
林
淳
之
氏
『
永
禄
1
天
正
期
の
武
田
氏
』

ハ
同
学
園
研
究
報
告
）
か
ら
多
大

の
教
示
を
得
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

（
平
成
元
年
十
一
月
十
六
日
）



〔註〕ハ
1
）

久
遠
寺
蔵
・
明
版
法
華
経
一
部
七
巻
の
裏
扉
に
暗
信
自
署
で
「
寄
進
・
甲
州
身
延
山
久
遠
寺
・
従
四
位
下
武
田
大
腿
大
夫
兼
信
設
守
晴
信
（
花

押
〉
・
天
文
十
九
庚
成
年
十
一
月
念
四
日
」
と
あ
る
。
尚
明
版
に
つ
い
て
は
版
本
に
「
景
秦
二
年
〈
一
四
五
一
筆
者
註
〉
七
月
初
九
日
」
と
版
記

さ
れ
て
い
る
。

ハ
2
〉
武
田
晴
信
書
状
「
長
々
・
在
陣
、
難
然
逐
日
関
越
任
存
分
可
御
心
易
候
、
何
此
表
初
－
一
候
問
、
訟
茸
弐
百
本
進
上
之
侯
、
御
賞
翫
可
為
本
望
侯
：
：
：

八
月
廿
七
日
信
玄
ハ
花
押
〉
久
遠
寺
机
下
」
ハ
新
編
甲
州
古
文
書
第
二
巻
、
二
三
ハ
一
号
史
料
》
。

（
3
〉
武
田
晴
信
書
状
「
身
延
山
之
住
侶
両
三
輩
、
揚
日
叙
上
人
之
悪
名
、
捧
解
状
接
着
之
其
過
失
一
無
証
拠
、
速
彼
悪
徒
等
可
有
追
放
寺
中
、
然
則

於
分
因
不
可
許
容
、
以
此
旨
染
筆
候
、
恐
々
一
謹
言
、
三
月
廿
五
日
信
玄
ハ
花
押
〉
彦
六
郎
股
」
ハ
新
編
甲
州
古
文
書
第
二
巻
・
一
三
五
九
号
史

料
v
o

〈
4
〉
武
田
晴
信
書
状
「
就
身
延
山
会
職
、
両
ロ
之
往
覆
如
恒
例
申
付
候
・
：
・
：
九
月
廿
九
日
、
信
玄
（
花
押
〉
彦
六
郎
殿
」
（
新
編
甲
州
古
文
書
・
二
ニ

六
三
号
史
料
〉
。

《

5
）
広
教
山
信
立
寺
刊
「
信
立
寺
略
史
」
ハ
一
九
七
四
年
改
訂
版
〉
に
信
虎
関
係
文
書
収
録
。

（
6
〉
日
潮
撰
「
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
」
〈
本
満
寺
刊
・
三

O
四
頁
〉
。

（
7
〉
武
田
晴
信
禁
制
写
（
ヨ
新
編
甲
州
古
文
宮
」
・
角
川
書
店
刊
・
史
料
肱
一
三
五
五
号
）
以
下
本
書
所
収
の
資
料
は
「
甲
州
古
文
書
肱

O
O
O号」

と
略
す
。

（
8
）
「
甲
州
古
文
茜
」

Mm
九
七
五
号

〈
9
）
「
甲
州
古
文
書
」
肱
一

O
六
九
号

（
m〉
徳
川
奉
行
連
署
禁
制
「
鹿
長
十
二
年
禁
制
円
蔵
院
」
「
鹿
長
十
一
年
禁
制
海
岸
寺
」
ち
な
み
に
「
禁
制
海
岸
寺
」

の
例
を
示
し
て
お
く
。

禁

制

海

岸

寺

一

、

於

寺

中

殺

生

之

世

帯

一
、
山
林
切
採
伐
之
事
一
、
於
寺
中
狼
購
之
事

一
、
山
江
野
火
付
候
事
一
、
立
木
え
ひ
で
松
け
ず
り
取
事

「
甲
州
古
文
書
」
弘
一
三
五
八
号

「
甲
州
古
文
書
」
肱
一
三
六
九
号
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〈
北
巨
摩
郡
須
玉
町
上
津
金
〉

ハ
U
〉

ハロ〉

武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
ハ
町
田
〉



武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策
〈
町
田
〉

ハ臼〉

（

U
〉

ハ
店
）

ハ路〉
ハ
ロ
）

〈路〉
〈回〉

ハ
却
）

〈創〉
ハ沼〉

「
甲
州
古
文
書
」
抱
一
三
六
三
号

「
甲
州
古
文
書
」
肱
二
ニ
七
一
号

註
〈
6
〉
参
照

身
延
町
下
山
・
南
松
院
宝
蔵
収

前
向

前
同

前
同

前
同

前
同

穴
山
信
君
の
名
前
に
つ
い
て
、
コ
新
編
甲
州
古
文
書
・
第
二
巻
」
所
収
の
関
係
文
書
ハ
判
物
・
官
途
状
・
名
字
状
・
感
謝
状
・
印
判
状
・
禁
制
・

奮
状
〉
を
み
る
と
、
永
禄
年
中
は
信
君
、
元
亀
中
頃
ま
で
は
左
衛
門
大
夫
、
天
正
初
年
は
玄
蕃
頭
、
天
正
八
年
三
月
除
髪
し
て
梅
雪
、
天
正
九
年

不
自
、
天
正
十
年
梅
雪
奔
と
あ
る
。

南
松
院
蔵
・
永
禄
九
年
三
五
六
六
〉
臨
月
の
賛

天
正
十
年
三
月
、
信
君
禁
制
の
署
名
ハ
甲
州
古
文
書
肱
一
三
六
九
号
〉

永
禄
十
四
年
三
月
十
二
日
信
君
印
判
状
署
名
〈
消
水
市
史
資
料
Mm
四
三
三
号
〉

甲
州
古
文
書
Mm
一
三
七

O
号

甲
州
古
文
書
恥
＝
ニ
七
一
号

晴
信
が
信
君
の
権
威
を
し
の
ぐ
一
例
と
し
て
、
諏
訪
神
社
祭
礼
に
当
っ
て
、
身
延
山
の
楽
人
舞
師
が
無
礼
の
行
動
を
と
っ
た
と
き
、
「
信
君
宛
書

状
」
の
中
で
「
：
：
：
若
有
兎
角
人
者
信
玄
下
山
諮
問
越
、
涯
分
可
致
問
答
候
、
・
此
段
上
人
江
御
理
肝
要
候
：
：
：
」
と
、
信
玄
が
自
ら
下
山
ま
で
出

向
い
て
久
遠
寺
と
談
合
す
る
か
ら
、
こ
の
旨
を
日
叙
法
主
に
急
度
申
し
入
れ
て
置
け
、
と
強
い
調
子
で
命
令
し
て
い
る
。
歴
然
た
る
信
玄
と
信
君

の
力
の
差
を
見
せ
つ
け
て
い
る
。

穴
山
氏
が
法
号
を
冠
寺
と
し
た
諸
寺
を
列
記
し
て
お
く
。

三
代
信
介
・
天
輪
寺
股
英
中
俊
公
大
禅
定
門
l
身
延
町
下
山
天
輪
寺
開
基

四
代
信
懸
・
建
忠
寺
殿
中
翁
道
義
居
士

l
南
部
町
本
郷
建
忠
寺
開
基
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ハ
お
）

〈

M
〉

〈

お

〉

ハ
部
〉

（

幻

〉

ハ
却
〉

（

却

〉



五
代
信
網
・
竜
雲
寺
駿
一
株
譲
松
禅
定
門
l
下
山
竜
雲
寺
開
基

六
代
信
友
・
円
蔵
院
股
創
工
義
鉄
大
居
士
｜
南
部
円
蔵
院
開
基

信
友
室
南
松
院
・
南
松
院
殴
葵
庵
理
誠
大
姉
l
下
山
南
松
院
開
基

信
懸
兄
乙
若
丸
・
松
岳
院
殴
大
華
に
公
大
居
士
｜
南
部
町
中
野
松
岳
院
開
基

信
君
女
延
寿
院
・
延
寿
院
股
妙
正
日
厳
大
姉
l
身
延
山
延
寿
坊
開
基

（
初
）
信
友
が
南
部
円
蔵
院
を
創
建
し
て
寺
領
を
守
進
し
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
穴
山
氏
と
そ
の
支
配
構
造

月
刊
六
二
｜
六
七
頁
参
照
さ
れ
た
い
〉

ハ
出
〉
穴
山
信
君
判
物
写
「
前
略
・
：
塩
沢
之
郷
為
松
野
改
替
進
置
之
上
者
永
代
不
可
有
相
違
事
0

・
：
略
・
：
天
正
十
年
壬
午
ニ
周
二
日
不
白
（
印
〉
」
ハ
甲

州
古
文
書
肱
一
三
六
八
号
〉
穴
山
勝
千
代
世
判
状
「
前
略
・
：
延
寿
院
牌
所
挫
寄
進
之
地
、
如
亡
父
判
形
永
代
不
可
有
異
儀
事
：
：
：
天
正
十
一
年
英

未
十
二
月
廿
三
日
、
勝
千
代
ハ
印
）
」
ハ
甲
州
古
文
書
Mm
一
三
七
六
号
〉

（
沼
〉
穴
山
信
君
判
物
写
〈
甲
州
古
文
讃
Mm
一
三
五
六
号
〉

〈
お
〉
穴
山
信
君
禁
制
（
甲
州
古
文
書
肱
一
三
五
八
号
〉

（
棲
神
五
八
号
・
昭
和
六
一
年
三

( 13 ) 

武
田
・
穴
山
両
氏
の
対
身
延
山
政
策


